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◆選択肢２：
効果の要素 選択肢１の場合 選択肢２の場合
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負担の要素 選択肢１の場合 選択肢２の場合
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る負担（行
政コスト）
実施により
生じる負担
（遵守コス
その他の負
担（社会コス
ト）

各選択肢間の
比較

備　考

－ －

－
養成課程実施者において、多様なメディアを利用した授業に必要な設備等の調達
経費が必要。媒体、機器構成等により変動すると思われるが、仮にインターネット
を利用して行う場合の初期コストは２億円程度と考えられる。

総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課

養成課程の授業形態として多様なメディアを利用した授業を認める
養成課程の授業形態として多様なメディアを利用した授業を認めない（制度改正を実施しない）

多様なメディアを利用した授業による養成課程には当該授業形態による提供に必要な上記コストが発生するものの、面接授業による養成課程に必要とされる設備・土地等に係る
コストは削減される。養成課程実施者にとっては、どちらを選択するかをそれぞれの事情に応じて選択可能である。また、養成課程受講者においても、その事情に応じて、従来の
面接授業による課程に加え多様なメディアを利用した課程も選択可能になる等、選択の幅が拡大されることから選択肢１を取ることが適当である。

総務大臣が認定した養成課程については短期集中型の面接授業によるものとされ
ているが、履修希望者によっては、まとまった時間を履修に割けない等当該者に応
じて様々な環境が想定される。履修者自らの事情に応じて時間のあるときに在宅
で履修ができるような授業形態を養成課程として認めることにより、資格を希望す
る履修者の利便性を向上することができる。

資格付与を希望する者のうち、養成課程の短期集中的な授業を受講することが
できない者については、従来同様、工事担任者試験を受験し、合格する必要があ
る。

－

－ －

規制影響分析書（様式）

期待される効
果

想定される負
担

工事担任者養成課程の認定基準の緩和

平成17年2月7日
電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）において、利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を（電気通信事業者の電気通信回線設備に）接続するときは、工事担任者資格
者証の交付を受けている者（以下「工事担任者」という。）に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならないと規定さ
れており、また、総務大臣は、工事担任者試験の合格者、総務大臣が認定した養成課程の修了者等に対し、申請に応じ工事担任者資格者証を交付すると規定されているが、資
格取得希望者の利便性を向上させるため、工事担任者規則（昭和６０年郵政省令第２８号）に規定する当該養成課程の授業方法について、従来の面接授業によるもののほかに
インターネット等多様なメディアを利用した授業についても認めることとし、同規則及び関連法令を改正する。

電気通信事業法第７１条第１項、工事担任者規則第三章等

規制の内容・
目的

想定され得る
選択肢

多様なメディアを利用して行う授業においては、調達する設備の種類及びその調達
期間等が面接授業による場合と異なること及び履修者を受講させるための土地建
物が不要であること等の特色がある。養成課程を実施しようとする者は、それぞれ
の状況に応じて、当該多様なメディアを利用して行う授業若しくは従来の面接授業
のいずれか適したものを選択することができるようになる。


